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1-12 預金保険法に関する留意事項について 

 

1-12-1 預金保険料計算の特例の承認に係る審査事務について 

 

預金保険法施行規則の一部を改正する命令（平成１５年内閣府・財

務省令第１号）附則第２条第２項及び第３条第２項に規定する承認に

係る審査基準については、以下の点に留意する。 

 

１．特定決済債務の額、要調整一般預金等の額及び要調整決済用預金

の額のそれぞれに関して、申請書に記載されている「各日において

その額を計算することが困難」とする理由が、システム対応等の合

理的な事由によるものか。 

 

２．別段預金、仮受金等の勘定科目に経理されている資金のうち、預

金保険法施行令第１４条の２各号に掲げる取引に関し金融機関が

負担する債務（決済債務）の額について、営業年度の各月の最終営

業日における額の合計額を平均した額が把握できているか。（金融

機関は、勘定科目名にとらわれることなく、次の(1)から(3)の区分

に応じ、それぞれ掲げる資金の性質、該当する例を勘案しつつ、把

握しているか。）。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 為替取引に関し金融機関が負担する債務に係る資金 

 

（資金の性質） 

 顧客からの依頼に基づいて隔地者間で直接現金を輸送せずに

資金を移動する取引を行うため、金融機関が当該顧客（またはそ

の取引金融機関）から受け入れ、未だ受け取るべき者（またはそ

の取引金融機関）に支払っていない資金、または当該取引に関す

る費用等の支払資金 

（該当する例） 

・振込、送金、口座振替等の依頼に基づいて顧客から受け入れた

資金 

（注１）有価証券の売買、預金の受入れ、資金の貸付等の業務

に伴い、顧客から受け入れた、または顧客に支払うため

の資金その他金融機関内部の事務処理に係る資金を含

まない。 

（注２）売渡外国為替、未払外国為替等は、邦貨建てのものに

限る。 

 

・ 国、地方公共団体等の金銭の収納、代理貸付、有価証券の売

買の媒介、株式払込金の保管、複数の金融機関間での決済資

金中継事務等の業務に関して受け入れた資金 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現金自動支払機等の相互利用等による現金入出金業務、デビッ

トカ―ドサービス業務等に係る金融機関等の間の提携により

生ずる債務の履行のための支払資金 

 

(2) 手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による

決済をすることができる証券又は証書について手形交換所におけ

る提示に基づき行われる取引に関し金融機関が負担する債務に係

る資金 

 

（資金の性質） 

手形交換所において、手形、小切手等の提（呈）示が行われた

ことに基づく金融機関等の間の資金決済のための支払資金（代理

交換を含む） 

（該当する例） 

・交換呈示に基づく資金決済のための支払資金 

・不渡手形返還に伴う資金決済のための支払資金 

・不渡異議申立預託金 

 

(3) 小切手法第６条第３項の規定により金融機関が自己宛に振り出

した小切手に係る取引に関し金融機関が負担する債務に係る資金 

 

（資金の性質） 

 金融機関が自己宛に振り出した小切手を顧客に売却した場合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-12その他 

 

1-12-1 店舗等の他者との共用 

   

（略） 

 

1-12-2 職員の派出の取扱いについて 

に売買代金として受け入れた当該小切手の提示に基づく支払い

に充てるための資金 

（該当する例） 

・預手の提示に基づく支払いに充てるための資金 

・送手の提示に基づく支払いに充てるための資金 

 

３．預金保険法施行令第１４条の４に規定する「業として行う取引」

について、金融機関の業務に伴い派生した取引を除き、反復継続す

る意思をもって行う取引か否かを、次のような例を参考としつつ把

握できているか。 

 

（業として行う取引に該当する例） 

・ 金融機関間で行う資金取引 

（業として行う取引に該当しない例） 

・ 水道光熱費、事務委託費の支払 

 

1-13 その他 

 

1-13-1 店舗等の他者との共用 

 

（略） 

 

1-13-2 職員の派出の取扱いについて 



（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預金保険料計算の特例の承認 

別紙様式 3-4-1 

 

年  月  日 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

所在地 

商 号 

代表 

（担当部署、担当者、担当者連絡先） 

 

預金保険料計算の特例の承認申請書 

 

平成 年 月 日に開始する営業年度に納付する預金保険料の額

の計算につき、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関す

る法律の一部を改正する法律（平成１４年法律第１７５号）附則第３

条の規定によることといたしたく、同条の規定に基づき承認を申請い

たします。 

 

（注）添付書類 

 理由書 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預金保険料計算の特例の承認 

別紙様式 3-4-2 

 

年  月  日 

金融庁長官 ○○○○ 殿 

所在地 

商 号 

代表者 

（担当部署、担当者、担当者連絡先） 

 

預金保険料計算の特例の承認申請書 

 

平成 月 日に開始する営業年度から平成 年 月 日の属する

営業年度までの間の営業年度に納付する預金保険料の額の計算につ

き、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一

部を改正する法律（平成１４年法律第１７５号）附則第４条の規定に

よることといたしたく、同条の規定に基づき承認を申請いたします。 

 

（注）添付書類 

 理由書 

 

 

 


